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 北九州市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例をここに公布す

る。 

  平成３０年１０月１５日 

                    北九州市長 北 橋 健 治 

北九州市条例第５６号 

北九州市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例 

 北九州市個人番号の利用に関する条例（平成２７年北九州市条例第５６号）

の一部を次のように改正する。 

 別表第１の５の項事務の欄中「就労自立給付金」の次に「若しくは進学準備

給付金」を加える。   

別表第２の１の項特定個人情報の欄中「就労自立給付金」の次に「若しくは

進学準備給付金」を加え、同表の８の項特定個人情報の欄第１号を削り、同欄

第２号の号番号を削り、同表の１０の項事務の欄中「就労自立給付金」の次に

「若しくは進学準備給付金」を加え、同表の１１の項事務の欄中「地方税法」

の次に「（昭和２５年法律第２２６号）」を加え、同表の１３の項特定個人情

報の欄第１号中「就労自立給付金」の次に「若しくは進学準備給付金」を加え

、同表の１６の項特定個人情報の欄第１号を削り、同欄第２号の号番号を削り

、同表の３１の項特定個人情報の欄第２号中「地方税関係情報」を「地方税法

その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその

算定の基礎となる事項に関する情報（以下「地方税関係情報」という。）」に

改め、同表の３５の項事務の欄中「就労自立給付金」の次に「若しくは進学準

備給付金」を加える。 

付 則 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第２の８の項特定個人情

報の欄第１号を削り、同欄第２号の号番号を削る改正規定、同表の１１の項事

務の欄の改正規定、同表の１６の項特定個人情報の欄第１号を削り、同欄第２

号の号番号を削る改正規定及び同表の３１の項特定個人情報の欄第２号の改正

規定は、規則で定める日から施行する。 
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北九州市社会福祉施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を

ここに公布する。

平成３０年１０月１５日

                    北九州市長 北 橋 健 治  

北九州市条例第５７号

北九州市社会福祉施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正   

する条例

北九州市社会福祉施設の設置及び管理に関する条例（昭和４７年北九州市条

例第４号）の一部を次のように改正する。

別表第１中

「

北九州市小倉南区春ケ

丘１０番２号

北九州市小倉南区春ケ

丘１０番２号

「

北九州市小倉南区春ケ

丘１０番４号

北九州市小倉南区春ケ

丘１０番４号

改め、同表の障害者福祉工場の項中

「

北九州市立日明

リサイクル工房

北九州市小倉北区西港

町９６番地の２

〃    本城

リサイクル工房

〃   八幡西区洞北

町７番１０号

「

北九州市立本城

リサイクル工房

北九州市八幡西区洞北

町７番１０号

改め、同表の障害者生活支援施設の項中

を

を

に

」

」

」

に

」
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「

〃    洞海

工芸舎

〃   若松区浜町一

丁目１０番２５号

〃    若松

工芸舎

〃   〃  二島五

丁目１８番９号

「

〃    洞海

工芸舎

〃   若松区浜町一

丁目１０番２５号

改める。

 別表第４の児童発達支援センターの総合療育センターの児童福祉法第６条の

２の２第１項に規定する障害児通所支援を受けた場合の項及び児童発達支援セ

ンターの総合療育センター西部分所の児童福祉法第６条の２の２第１項に規定

する障害児通所支援を受けた場合の項中「第２１条の５の２８第２項」を「第

２１条の５の２９第２項」に改める。

   付 則

 この条例は、平成３０年１１月１日から施行する。ただし、別表第４の児童

発達支援センターの総合療育センターの児童福祉法第６条の２の２第１項に規

定する障害児通所支援を受けた場合の項及び児童発達支援センターの総合療育

センター西部分所の児童福祉法第６条の２の２第１項に規定する障害児通所支

援を受けた場合の項の改正規定は、公布の日から施行する。

を

に

」

」
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福岡県が施行する農地中間管理機構関連土地改良事業に係る特別徴収金に関

する条例をここに公布する。

  平成３０年１０月１５日

北九州市長 北 橋 健 治  

北九州市条例第５８号

福岡県が施行する農地中間管理機構関連土地改良事業に係る特別

徴収金に関する条例   

 （趣旨）

第１条 この条例は、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号。以下「法」と

いう。）第８７条の３第１項の規定により福岡県が施行する農地中間管理機

構が農地中間管理権を有する農用地を対象とする申請によらない土地改良事

業（以下「農地中間管理機構関連土地改良事業」という。）に係る法第９１

条の２第６項の規定に基づき徴収する特別徴収金（以下「特別徴収金」とい

う。）に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （定義）

第２条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例によ

る。 

 （特別徴収金の徴収）

第３条 市は、農地中間管理機構関連土地改良事業の施行に係る地域内にある

農用地につき法第９１条の２第６項各号のいずれかに掲げる者が、法第８７

条の３第７項において準用する法第８７条第５項の規定による当該農地中間

管理機構関連土地改良事業に係る土地改良事業計画を定めた旨の公告があっ

た日から当該農地中間管理機構関連土地改良事業の工事の完了につき法第１

１３条の３第３項の規定による公告があった日（その公告において工事の完

了の日が示されたときは、同日）の属する年度の翌年度の４月１日から起算

して８年を経過する日までの間に、当該各号に定める場合に該当するときは

、その者から、特別徴収金を徴収する。 

 （特別徴収金の額）

第４条 前条の特別徴収金の額は、農地中間管理機構関連土地改良事業に要す

る費用の額のうち、法第９１条第６項の規定により市が負担した額に、当該

特別徴収金の徴収に係る土地の面積の当該農地中間管理機構関連土地改良事

業の施行に係る地域内の土地の面積に対する割合を乗じて得た額を上限とし

て市長が定める。 

 （特別徴収金の免除等） 

第５条 市長は、災害その他特別の理由があると認めるときは、特別徴収金の
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全部又は一部を免除することができる。 

２ 前項に定めるもののほか、特別徴収金に関する事務の処理については、法

令又は他の条例若しくは規則に特別の定めがある場合を除くほか、北九州市

債権管理条例（平成２９年北九州市条例第２１号）の定めるところによる。 

 （審査請求）

第６条 この条例の規定による特別徴収金に係る処分について不服のある者は

、市長に対して審査請求をすることができる。 

２ 前項の規定による審査請求に関する行政不服審査法（平成２６年法律第６

８号）第１８条第１項本文に規定する期間、同法第４３条第１項の規定によ

る諮問及び同法第４４条に規定する裁決の時期については、法第９１条の２

第８項において準用する法第９０条第１１項から第１３項までに定めるとこ

ろによる。 

 （委任） 

第７条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。 

   付 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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北九州市都市公園、霊園、駐車場等の設置及び管理に関する条例の一部を改

正する条例をここに公布する。

××平成３０年１０月１５日

                    北九州市長×北 橋 健 治××

北九州市条例第５９号

×××北九州市都市公園、霊園、駐車場等の設置及び管理に関する条例

の一部を改正する条例

×北九州市都市公園、霊園、駐車場等の設置及び管理に関する条例（昭和４７

年北九州市条例第７号）の一部を次のように改正する。

×別表第６中

「

」

「

」

「

」

「

」

改める。

×××付×則

×この条例は、規則で定める日から施行する。

〃   八幡東区西本町三丁目５番及び６番

〃   八幡東区西本町三丁目５番

〃九州市〃幡西区北鷹見町１２番

〃九州市〃幡西区南鷹見町１３番

を

に 、

を

に
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北九州市自転車の放置の防止に関する条例の一部を改正する条例をここに公

布する。

平成３０年１０月１５日

                    北九州市長 北 橋 健 治

北九州市条例第６０号

北九州市自転車の放置の防止に関する条例の一部を改正する条例

北九州市自転車の放置の防止に関する条例（平成元年北九州市条例第８号）

の一部を次のように改正する。

 第４条第２項中「、当該自転車の見やすい箇所に自己の住所及び氏名又は名

称を明記するとともに」を削り、「受けるように努めなければならない」を「

受けなければならない」に改める。

 第５条第１項中「住所及び氏名又は名称の明記並びに自転車の」を削る。

付 則

 この条例は、公布の日から施行する。
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北九州市教育施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例をここ

に公布する。

平成３０年１０月１５日

                    北九州市長 北 橋 健 治

北九州市条例第６１号

北九州市教育施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する   

条例

北九州市教育施設の設置及び管理に関する条例（昭和４７年北九州市条例第

８号）の一部を次のように改正する。

別表第２の図書館の項中

北九州市立中央

図書館

北九州市小倉北区城内４番１号

北九州市立中央

図書館

北九州市小倉北区城内４番１号

〃    子ど

も〃

〃   〃    〃  〃

改める。

 別表第３の２ 社会教育関係の表の図書館の項中

駐車場使用料 小倉南図書館

駐車場使用料 小倉南図書館

八幡図書館

改める。

   付 則

 この条例は、規則で定める日から施行する。

「

を

」

「

」

「

「

」
を

に

に

」
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